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載
に
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す
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一
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「
寛
文
印
知
集
（
続
々
群
書
類
従
第
九
所
収
）
」
は
周
知
の
通
り
、
寛
文

四
年
に
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
が
諸
大
名
に
交
付
し
た
領
知
判
物
・
朱
印
及

び
領
知
目
録
の
写
し
を
ま
ど
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
何
某
に
何

万
石
遣
せ
、
と
い
う
よ
う
な
「
内
分
」
の
記
載
の
あ
る
領
知
判
物
又
は
朱

印
及
び
目
録
を
貰
っ
て
い
る
大
名
が
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
寛
文
印
知

集
に
内
分
の
記
載
の
あ
る
も
の
も
含
め
、
す
べ
て
の
内
分
さ
れ
て
い
る

側
、
こ
こ
で
は
｝
応
「
内
分
分
家
」
，
と
い
う
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
に
当

っ
て
み
る
と
、
寛
文
印
知
集
に
載
っ
て
い
る
内
分
分
家
と
、
載
っ
て
い
な

い
内
分
分
家
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
こ
れ
は
何
故
な
の
か
。
こ
の
問

題
を
解
決
す
べ
く
一
試
論
を
設
定
し
て
み
た
。
御
教
示
頂
け
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

　
　
　
　
○
　
　
　
　
○
　
　
　
　
○
　
　
　
　
○

　
ま
ず
始
め
に
「
内
分
分
家
」
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
　
「
内

分
分
家
」
と
は
、
分
家
（
必
ず
し
も
分
家
で
な
く
て
も
よ
い
が
、
殆
ど
の

例
が
分
家
で
あ
る
）
の
う
ち
、
本
家
の
領
知
の
一
部
を
分
与
さ
れ
る
分
家

の
形
態
で
あ
り
、
し
か
も
内
分
分
家
だ
け
で
は
領
知
朱
印
を
貰
わ
ず
、
本

家
と
一
緒
に
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
家
の
表
高
は
、
内
分

し
て
い
て
も
変
化
は
な
い
。
し
か
し
内
分
分
家
も
、
一
個
の
大
名
又
は
旗

本
と
し
て
幕
府
よ
り
認
め
ら
れ
て
お
り
、
陪
臣
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な

言
わ
ば
中
途
半
端
な
分
家
が
「
内
分
分
家
」
で
あ
る
。
こ
の
内
分
分
家
が

本
家
へ
の
領
知
判
物
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
揚
合
と
、
記
載
さ
れ
て
い
な

い
場
合
が
あ
る
。

　
寛
文
印
知
集
に
は
、
福
井
松
平
家
に
二
家
、
土
佐
山
内
家
、
宮
津
京
極

家
、
仙
台
伊
達
家
に
二
家
、
丸
亀
京
極
家
、
大
洲
加
藤
家
、
弘
前
津
軽
家

に
二
家
、
駿
河
田
中
西
尾
家
、
大
田
原
の
大
田
原
家
に
内
分
の
記
載
が
見

ら
れ
、
内
分
分
家
は
合
計
十
二
家
に
な
る
。
こ
の
う
ち
丸
亀
京
極
家
、
津

軽
家
の
二
家
、
西
尾
家
、
大
田
原
家
の
合
計
五
家
の
内
分
分
家
は
旗
本
で

あ
る
。
残
り
の
七
家
は
大
名
で
あ
る
。
旗
本
で
寛
文
印
知
集
に
内
分
の
記

載
が
あ
る
も
の
の
他
に
内
分
分
家
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
は
、
調
べ
る

の
が
何
々
困
難
で
あ
る
の
で
、
以
下
こ
こ
で
は
万
石
以
上
の
内
分
分
家
だ

け
を
問
題
に
し
た
い
と
思
う
。
但
し
、
伊
達
家
か
ら
内
分
さ
れ
て
い
る
田

村
家
は
分
家
と
は
言
い
難
い
が
、
こ
こ
で
は
含
め
て
老
え
る
こ
と
に
し
た

い
。

　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
○
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実
際
に
寛
文
印
知
集
の
記
載
を
見
て
み
る
。
福
井
の
松
平
光
通
に
対
し

て
交
付
さ
れ
た
領
知
判
物
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
そ
の
終
わ
り
の
方
に

「
都
合
五
拾
弐
万
五
千
弐
百
入
拾
石
余
朋
総
催
二
事
、
内
五
万
石
石
松
平
中

コ
　
つ
も
　
　
　
　
　
コ
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ロ
　
　
　
サ
　
マ
も
　
ロ
　
リ
　
リ
　
　
　
　

務
太
輔
、
弐
万
五
千
石
松
平
兵
部
太
輔
可
レ
進
二
退
之
一
、
残
四
拾
五
万
弐

百
八
拾
石
余
如
二
前
々
一
宛
一
一
行
之
三
記
」
と
あ
る
。
光
通
に
五
十
二
万
五
千

石
余
を
領
知
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
五
万
石
を
弟
の
松

平
中
務
大
輔
昌
勝
に
、
二
万
五
千
石
を
同
じ
く
兵
部
大
輔
昌
親
に
進
退
さ

せ
、
残
る
四
十
五
万
石
余
を
実
際
に
宛
行
っ
て
い
る
。
こ
の
松
平
昌
勝
と

同
昌
親
が
内
分
分
家
に
当
る
。
一
方
、
領
知
目
録
の
記
載
は
、

「
都
合
五
拾
弐
万
五
千
弐
百
八
拾
弐
石

　
　
　
　
五
万
石
　
　
　
松
平
中
務
大
輔
拝
二
領
之
一

　
　
内
゜
°
・
・
9
・
…

　
　
　
　
弐
万
五
千
石
　
松
平
兵
部
大
輔
拝
二
領
之
一
」

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
他
の
大
名
の
に
も
大
体
同
じ
よ
う
な
記
載
で
あ

る
。

　
記
載
の
仕
方
は
別
に
問
題
な
い
が
、
寛
文
印
知
集
に
内
分
の
記
載
の
あ

る
万
石
以
上
の
内
分
分
家
以
外
に
、
当
時
ま
だ
万
石
以
上
の
内
分
分
家
が

存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
萩
毛
利
家
に
三
家
、
佐
賀
鍋
島
家
に
三
家

熊
本
細
川
家
に
一
家
、
合
わ
せ
て
七
家
の
万
石
以
上
の
内
分
分
家
が
別
に

存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
細
川
行
孝
は
、
　
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
を
見
る
と

本
家
の
収
納
の
内
か
ら
三
万
石
分
を
渡
さ
れ
て
い
る
の
で
、
領
知
判
物
や

目
録
に
記
載
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
新
田
を
内
分
さ
れ
た
場
合
だ
と

こ
れ
ま
た
記
載
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
毛
利
・
鍋
島
の
各
三
家
は

本
田
を
内
分
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
寛
文
印
知
集
に
記
載
が
あ
っ
て
も
よ
い

の
で
あ
る
。

　
で
は
何
故
、
寛
文
印
知
集
に
内
分
の
記
載
の
あ
る
内
分
分
家
と
、
記
載

の
な
い
内
分
分
家
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
を
解
決
す
る

た
め
の
手
懸
か
り
と
し
て
、
万
石
以
上
の
内
分
分
家
が
ど
う
い
う
状
況
で

設
立
さ
れ
た
か
を
見
れ
ば
、
何
か
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
「
徳

川
実
紀
」
に
当
っ
て
み
た
。

　
ま
ず
寛
文
印
知
集
に
記
載
の
あ
る
内
分
分
家
を
見
る
と
、
福
井
松
平
家

の
揚
合
、
　
「
越
前
国
福
井
城
主
松
平
伊
予
守
忠
昌
の
原
封
五
十
二
万
五
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
光
通
）

石
を
分
ち
て
、
四
十
五
万
石
を
長
子
万
千
代
丸
に
た
ま
ふ
。
其
内
五
万
石

を
二
子
仙
菊
丸
昌
勝
、
二
万
五
千
石
を
三
子
福
松
丸
昌
親
へ
た
ま
ふ
旨
、

酒
井
讃
岐
守
忠
勝
の
も
と
へ
、
松
平
伊
豆
守
信
綱
、
阿
部
対
馬
守
重
次
ま

か
り
む
か
ひ
、
万
千
代
丸
、
仙
菊
丸
井
一
門
、
家
司
等
を
め
し
あ
つ
め
て

仰
を
つ
た
ふ
。
（
徳
川
実
紀
、
正
保
二
・
十
・
十
九
条
）
」
と
あ
る
。
土
佐

山
内
家
の
場
合
は
「
土
佐
国
高
知
山
の
城
主
松
平
土
佐
守
忠
義
致
仕
の
請

を
ゆ
る
さ
れ
、
長
子
対
馬
守
忠
豊
へ
原
封
廿
万
二
千
六
百
石
を
つ
が
し

め
、
二
男
山
内
修
理
大
夫
忠
直
へ
三
万
石
分
封
せ
し
め
ら
る
。
（
明
暦
二
・

七
・
三
条
）
」
と
あ
り
、
宮
津
京
極
家
は
、
「
丹
後
国
宮
津
城
主
京
極
丹
後

守
高
知
卒
し
け
れ
ば
、
そ
の
子
釆
女
正
高
広
に
遺
領
七
万
八
千
二
百
石
襲

し
め
、
二
子
六
丸
高
三
に
三
万
五
千
石
、
三
子
主
膳
正
高
通
に
一
万
石

分
た
し
め
ら
る
。
（
元
和
八
・
入
・
十
二
条
）
」
と
あ
る
。
伊
達
家
は
、
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（
綱
村
）

「
亀
千
代
二
歳
の
幼
稚
と
い
へ
ど
も
、
長
子
た
る
う
へ
は
、
原
封
六
十
二

万
石
こ
と
み
＼
く
つ
が
し
め
ら
れ
ぬ
。
幼
稚
の
ほ
ど
は
、
綱
宗
が
庶
兄
田

村
右
京
宗
良
を
召
出
さ
る
れ
ば
、
宗
勝
と
と
も
に
後
見
し
、
家
士
と
心
を

あ
は
せ
、
亀
千
代
輔
佐
す
べ
し
と
命
ぜ
ら
れ
、
宗
勝
、
宗
良
両
人
に
、
原

封
の
う
ち
三
万
石
づ
Σ
分
ち
給
ふ
。
（
万
治
三
・
八
・
廿
五
条
）
」
と
あ
り
、

加
藤
家
は
、
　
「
伊
予
国
大
洲
城
主
加
藤
左
近
大
夫
貞
恭
が
子
五
郎
八
泰
興

を
、
二
条
城
に
召
て
遺
領
五
万
石
襲
し
め
、
弟
大
蔵
直
泰
に
一
万
石

分
た
し
め
ら
る
。
（
元
和
九
・
七
・
十
三
条
）
」
と
あ
る
。

　
一
方
、
寛
文
印
知
集
に
記
載
の
な
い
長
門
国
府
の
毛
利
綱
元
、
徳
山
の

毛
利
就
隆
、
清
末
の
毛
利
元
知
、
小
城
の
鍋
島
直
能
、
蓮
池
の
鍋
島
直
澄
、

鹿
島
の
鍋
島
直
朝
の
六
家
の
う
ち
、
毛
利
元
知
の
だ
け
が
徳
川
実
紀
に
記

事
が
あ
る
。
即
ち
、
　
「
長
門
国
府
城
主
毛
利
和
泉
守
光
広
が
遺
領
五
万
石

　
　
　
　
（
綱
元
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
°

を
、
嫡
子
右
京
に
つ
が
し
め
ら
れ
、
一
万
石
を
弟
刑
部
少
輔
元
知
に
分
た

し
め
ら
る
。
（
承
応
二
・
十
・
十
二
条
）
」
と
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
五
家
は

徳
川
実
紀
に
記
事
が
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
寛
文
印
知
集
に
内
分
の
記
載
の
あ
る
内
分
分
家
は
、
本

家
か
ら
内
分
さ
れ
る
際
の
記
事
が
、
す
べ
て
徳
川
実
紀
に
載
っ
て
お
り
、

寛
文
印
知
集
に
内
分
の
記
載
の
な
い
内
分
分
家
は
、
徳
川
実
紀
に
も
殆
ど

内
分
さ
れ
る
と
き
の
記
事
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
何
故
寛
文
印
知
集
に
内
分
の
記
載
の
あ
る
内
分
分

家
と
記
載
の
な
い
内
分
分
家
の
両
方
が
存
在
す
る
の
か
、
】
試
論
を
設
定

し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
○
　
　
　
　
○
　
　
　
　
○
　
　
　
　
○

　
寛
文
印
知
集
に
内
分
の
記
載
の
あ
る
万
石
以
上
の
内
分
分
家
は
、
い
ず

れ
も
内
分
時
の
記
事
が
徳
川
実
紀
に
載
っ
て
お
り
、
更
に
そ
の
徳
川
実
紀

の
記
事
を
見
る
と
、
　
「
分
た
し
め
ら
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
幕
府
の
命
令

に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
文
言
が
使
わ
れ
て
い
る
。
福
井

松
平
家
・
伊
達
家
の
よ
う
に
、
　
「
分
た
し
め
ら
る
」
と
い
う
文
言
を
使
っ

て
い
な
く
て
も
、
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
幕
命
に
よ
っ
て
内
分
し
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
寛
文
印
知
集
に
内
分
の
記
載
の
あ
る
内
分
分

家
は
、
幕
命
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
の
で
、
領
知
を
公
認
す
る
領
知
判
物

等
に
も
当
然
、
内
分
の
記
載
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
逆
に
、
寛
文
印
知
集
に
記
載
の
な
い
内
分
分
家
は
、
清
末
の
毛
利
家
を

除
い
た
残
り
は
、
徳
川
実
紀
に
も
内
分
時
の
記
事
が
な
く
、
幕
命
に
よ
っ

た
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

　
寛
文
印
知
集
に
内
分
の
記
載
が
な
い
が
、
徳
川
実
紀
に
は
記
事
が
あ
る

清
末
の
毛
利
元
知
に
つ
い
て
＝
言
触
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
元
知
は
、
長
門

国
府
の
毛
利
綱
元
か
ら
内
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
萩
の
毛
利
家
か

ら
直
接
内
分
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
綱
元
の
家
は
、
萩
の

内
分
分
家
で
あ
っ
て
、
寛
文
印
知
集
に
記
載
の
な
い
内
分
分
家
で
あ
る
。

従
っ
て
、
清
末
の
毛
利
家
が
幕
命
に
よ
っ
て
内
分
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本

家
の
内
分
分
家
が
領
知
判
物
に
記
載
の
な
い
分
家
で
あ
る
た
め
、
清
末
毛

利
家
か
ら
見
れ
ば
家
元
に
当
る
萩
毛
利
家
の
領
知
判
物
に
、
本
家
を
差
置

い
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
清
末
毛
利
家
の
設
立
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記
事
が
徳
川
実
紀
に
載
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
寛
文
印
知
集
に
内
分
の

記
載
が
な
い
理
由
が
説
明
で
き
よ
う
。

　
つ
ま
り
一
寛
文
印
知
集
に
内
分
の
記
載
の
あ
る
内
分
分
家
は
、
幕
命
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
本
家
へ
の
領
知
判
物
等
に
記

載
さ
れ
て
領
地
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し

寛
文
印
知
集
に
内
分
の
記
載
の
な
い
の
は
、
本
家
の
家
の
事
情
に
よ
っ
て

内
分
し
た
も
の
で
あ
り
、
幕
命
に
よ
っ
た
も
の
で
な
い
が
故
、
「
幕
府
が
領

知
判
物
等
に
よ
っ
て
、
家
の
事
情
で
設
立
さ
れ
た
内
分
分
家
に
ま
で
領
地

の
確
認
を
行
う
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
寛
文
印
知
集
の
内
分
記
載
に
関
す
る
】
試
論
を
設
定
し
て
み
た

が
、
大
方
の
御
批
判
を
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

　
尚
、
念
の
た
め
、
寛
文
四
年
以
降
に
内
分
さ
れ
た
大
名
の
う
ち
、
設
立

記
事
が
徳
川
実
紀
に
載
っ
て
い
な
い
の
は
、
延
宝
六
年
に
内
分
さ
れ
た
徳

島
の
分
家
、
富
田
蜂
須
賀
家
だ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
、
万
石
以
上
の
内
分
分
家
の
一
覧
表
の
類
は
、
昭
和
四
十
七
年
度

徳
川
林
政
史
研
究
所
「
研
究
紀
要
」
に
掲
載
す
る
つ
も
り
で
い
る
の
で
併

せ
て
付
記
し
て
お
く
。
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